
富士市

子どもの未来サポートプラン

概要版

計画策定の趣旨

厚⽣労働省の「平成28年国⺠⽣活基礎調査の結果」によれば、⼦どもの貧困率は、⼀定程
度の改善が⾒受けられるものの、その割合は13.9％と７⼈に１⼈の⼦どもが貧困状態にあり、
特にひとり親家庭では、50％以上が該当しているという結果となっています。
また、家庭の貧困状態が、⼦どもの学⼒や進学、就労等にも影響することにより、世代を
超えて貧困が連鎖してしまうことが⼤きな社会問題となっていることから、⼦どもの貧困対
策に取り組むことが急務となっています。
こうした状況の中、本市では、これまでも、⼦どもの貧困対策は⼦育て⽀援施策の重要な
柱の⼀つであるという認識に⽴ち、本市における⼦どもの貧困に関する事業の整理と推進を
図ってきました。
全ての⼦どもたちの将来が、その⽣まれ育った環境に関わらず、夢や希望がかなえられる
よう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、⼦どもたちの実態を把握し、⼦
どもの貧困対策を総合的に推進するための基本的な⽅向性を定めることを⽬的として、本計
画を策定しました。

計画の位置付け

計画の期間

本計画は、「⼦どもの
貧困対策の推進に関する
法律」第４条の規定及び
国の定める「⼦供の貧困
対策に関する⼤綱」に基
づく、「⼦どもの貧困対
策計画」として位置付づ
けるものです。
また、静岡県計画を踏
まえ、市政運営の基本⽅
針である「富⼠市総合計
画」を基礎とし、福祉、
教育等、各種分野の計画
との連携を図ります。

本計画の計画期間は、令和２年度か
ら令和７年度までの６か年とします。
また、社会情勢の変化等を踏まえて、
状況に応じて⾒直します。

国 子どもの貧困対策推進に関する法律、子供の貧困対策に関する大綱 など

静岡県 ふじさんっこ応援プラン

富士市

富士市総合計画

富士市地域福祉計画

富士市子どもの未来サポートプラン

（富士市子どもの貧困対策計画）
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計画の基本理念

本計画では、計画の基本的な⽅針である「基本理念」を掲げ、進捗評価の1つとして「指
標」を設定しています。また、基本理念に基づく５つの「基本⽬標」を定めるとともに、基
本⽬標に沿った「施策」および「事業」の実施により本計画を推進します。

基本理念

すべての子どもたちが

平等に夢や希望を持てるまち

基本目標１ 教育の支援

育った環境により受けられる教育の差や将来の選択肢が狭められること
がないよう、各種制度や⽀援等の実施や、学校における⼦どもの相談⽀援
の充実を図ります。
また、より地域の実態に合わせたきめ細かい⽀援ができるよう、地域と
協働で⼦育て・教育⽀援を推進します。

施策

内容
施策１ 学校を中心とした総合的な子どもの貧困対策の展開

義務教育段階における支援 高校生等への支援

地域における支援

施策２ 幼児教育の経済的負担の軽減及び教育環境等の整備

経済的負担の軽減 教育環境等の整備の支援

施策３ 就学支援の充実

義務教育段階における支援 就学・進学に係る経済的負担の軽減

特別支援教育に関する支援 大学進学に対する教育機会の提供

●困窮児童⽣徒の早期発⾒と⽀援体制の整備

●ジャンプ・アップスクールふじ

●⼩中学校のコミュニティ・スクール化による地域連携強化事業

●幼児教育・保育の無償化

●未就園児訪問

●要保護・準要保護就学援助事業

●⾷育推進事業

主な事業

●⾼等学校等就学⽀援⾦及び⾼校⽣等奨学給付⾦制度

●特別⽀援サポート員及び特別⽀援教育センター専⾨職員の活⽤

●⺠間社会福祉施設事業費補助⾦⽀給事業

●⽣活困窮者⾃⽴⽀援事業（⼦どもの学習・⽣活⽀援事業）

★拡充

●学習⽀援サポーター制度（⼦どもの学習・⽣活⽀援事業）

★新規

２

施策４ 生活困窮世帯等への学習支援

施策の展開

施策５ その他の教育支援



●⺟⼦・⽗⼦⾃⽴⽀援員による⽀援

●幼稚園の給⾷事業★拡充

●⾞の送迎が困難な家庭の保育園等への送迎⽀援★拡充

●こども⾷堂交流会の開催★新規

●市営住宅

●市⺠相談

●⼦育て総合相談センターによる相談⽀援

●相談事業の充実、周知★拡充

●放課後児童健全育成事業運営委託事業

●冒険遊び場づくり事業補助⾦

●キャリア教育⽀援事業

●相談⽀援事業

●富⼠市若者相談窓⼝「ココ☆カラ」

基本目標２ 生活の支援

保護者が健全な⽣活習慣の確⽴や安定した⽣活を過ごすための⾃⽴⽀援
を⾏い、家庭ごとの実情に応じた⽣活環境改善を⽀援します。
また、⼦どもが安⼼して過ごせる場の確保・提供に努め、⼦ども⾃⾝が
⾃⽴した⽣活を送ることができるよう、就労の機会提供や情報提供等を⾏
います。

施策

内容
施策１ 保護者の生活支援

保護者の自立に向けた支援 保育等の確保・支援

妊娠期からの切れ目のない支援

施策２ 子どもの生活支援

放課後等の子どもの居場所の提供 その他

施策３ 中学卒業後の子どもの就労支援

就労を考えるための支援 特別支援学校における就職支援

ニート・ひきこもりの支援

主な事業

その他

生活が困難な世帯等への子どもへの居場所の提供

基本目標３ 保護者に対する就労支援

保護者が就労を継続しやすいよう環境を整えるとともに、就職につなが
る能⼒開発への⽀援や就職に関わる相談⽀援を提供します。

施策

内容
施策１ 保護者に対する就労支援

保護者の就労支援

育児と仕事が両立できる環境の整備

その他

●⽣活困窮者⾃⽴⽀援事業（就労準備⽀援事業）

★新規

●⼦育て短期⽀援事業（ショートスティ・トワイライトステイ）

★拡充

●⼀時預かり事業★拡充

●病児保育事業★拡充

●⺟⼦家庭等⾼等学校卒業程度認定試験合格⽀援事業

主な事業

３

施策４ その他の生活支援

住宅の支援 養育費確保の支援



基本目標４ 経済的支援

ひとり親家庭など⽣活が困難な世帯を⽀援するため、経済的⽀援を⾏う
とともに、各種制度の適切な情報提供に努めます。

施策

内容
施策１ 経済的支援

生活に困窮している世帯への経済的支援

ひとり親家庭への経済的支援

医療費負担への経済的支援

●学⽤品等⽀給事業★新規

●こども医療費助成制度の実施

●児童扶養⼿当の⽀給

●児童⼿当の⽀給

主な事業

その他

基本目標５ 支援体制の整備

保育・教育機関をはじめ、地域や専⾨的機関など、⼦どもに関わる様々
な関係機関の連携等による継続的な⽀援体制の整備・強化を図ります。

施策

内容
施策１ 関係機関が連携した包括的な支援体制の整備等

●SNSを活⽤した相談体制及び⽀援体制の周知★新規

●周知⽅法の⾒直しやコーディネート機能の充実

●⼦どもの未来サポートプラン推進委員会の設置★新規

●ガイドブックの作成★新規

主な事業

本計画の指標は、⼦どもの⽣活実態調査結果に基づく「⽣活困難層」の割合とし、計画期
間の最終年度である令和６年度に同調査を実施し、指標の評価を⾏います。

生活困難層の割合

計画の推進

〇庁内に新たに「⼦どもの未来サポートプラン推進委員会」を設置し、施策の展開を⽬指します。
〇「富⼠市⼦ども・⼦育て会議」において、⼦どもの貧困対策に関する事項について審議します。

①推進体制

〇施策や事業及び各指標の実施状況の点検・評価を⾏い、必要に応じて⾒直し・改善を図ります。
○計画の進捗状況については、市のウェブサイトに掲載し、広く市⺠の皆様に周知していきます。

②進行管理

４ 発行：富士市 福祉こども部 こども家庭課 電話：0545-55-2763

計画の指標

年度
指標

生活困難層の割合

２１.６％

19.６％令和６年度

平成30年度の現状（基準値）


